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《
申
込
方
法
等
》

　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
要

書
類
を
添
付
し
て
総
務
省　

地
デ
ジ
チ
ュ

ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
へ
送
付
し
て

く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
電
話
等
で
総
務

省 

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン

タ
ー
か
ら
お
取
り
寄
せ
く
だ
さ
い
。ま
た
、

高
島
市
役
所
情
報
統
計
課
お
よ
び
各
支
所

に
も
置
い
て
い
ま
す
。

《
制
度
等
の
お
問
い
合
わ
せ
は･･･
》　

○
支
援
制
度
に
つ
い
て

総
務
省　

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実

施
セ
ン
タ
ー

　

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
世
帯

　
　

へ
の
支
援

　
　

０
５
７
０
ー
０
３
３
８
４
０

　

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
支
援

　
　

０
５
７
０
ー
０
２
３
７
２
４

○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
受
信
契
約
、
放
送
受
信

料
免
除
に
つ
い
て

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
に
つ

い
て

　
　

０
５
７
０
ー
０
０
０
５
８
８

　

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
受
信
契
約
に
つ
い
て

　
　

０
５
７
０
ー
０
７
７
０
７
７

情
報
統
計
課

　

（
２
５
）
８
５
２
７

　

平
成
23
年
７
月
の
テ
レ
ビ
の
地
上
放
送

の
デ
ジ
タ
ル
化
に
あ
た
り
、現
在
「
ア
イ
・

ド
ラ
ゴ
ン
Ⅰ
、
ア
イ
・
ド
ラ
ゴ
ン
Ⅱ
」
と

い
う
名
称
の
聴
覚
障
害
者
用
情
報
受
信
装

置
を
お
使
い
の
方
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
字

幕
・
手
話
機
能
お
よ
び
地
上
波
ア
ナ
ロ
グ

文
字
放
送
デ
コ
ー
ダ
ー
機
能
が
利
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
デ
ジ
タ
ル

放
送
対
応
機
種
（
ア
イ
・
ド
ラ
ゴ
ン
Ⅲ
）

と
交
換
し
ま
す
の
で
、
前
記
機
種
を
お
持

ち
の
方
で
、交
換
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

市
役
所
障
害
福
祉
課
ま
た
は
各
保
健
セ
ン

タ
ー
（
朽
木
地
域
は
朽
木
支
所
）
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

障
害
福
祉
課　

（
２
５
）
８
５
１
６

　

ご
家
庭
で
ご
不
要
に
な
っ
た
車
い
す
や

シ
ャ
ワ
ー
チ
ェ
ア
ー
、
介
護
用
ベ
ッ
ド
等

の
使
用
可
能
な
福
祉
機
器
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー「
ほ
ろ
ん
」

で
は
、
福
祉
機
器
を
有
効
利
用
す
る
た

め
、
譲
り
た
い
方
か
ら
譲
っ
て
ほ
し
い
方

に
情
報
提
供
を
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
譲

っ
て
い
た
だ
け
る
福
祉
機
器
を
探
し
て
い

ま
す
。
譲
っ
て
い
た
だ
け
る
福
祉
機
器
が

あ
り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。特
に
、

車
い
す
の
希
望
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ご
自

宅
に
眠
っ
て
い
る
車
い
す
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ぜ
ひ
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ほ
ろ
ん
」

　

（
２
２
）
４
０
４
１

　

高
島
市
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
市
政
に
反
映
さ
せ
、
市
民
と
行
政
が

協
力
し
て
地
域
の
魅
力
ア
ッ
プ
や
課
題
解

決
の
事
業
に
取
り
組
む
た
め
、
旧
町
村
の

地
域
単
位
で
「
地
域
審
議
会
」
と
「
ま
ち

づ
く
り
委
員
会
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

両
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
あ

た
り
、次
の
と
お
り
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
高
島
市
地
域
審
議
会
公
募
委
員
】

　

▽
地
域
審
議
会
の
役
割

１
．
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
合
併

前
の
各
町
村
の
区
域
に
関
す
る
事

項
を
審
議
し
、
市
長
に
答
申
し
ま

す
。

⑴
新
市
建
設
計
画
の
変
更
に
関
す

る
事
項

⑵
新
市
建
設
計
画
の
執
行
状
況
に

関
す
る
事
項

⑶
地
域
振
興
の
た
め
の
基
金
の
活

用
に
関
す
る
事
項

⑷
新
市
の
基
本
構
想
の
作
成
お
よ

び
変
更
に
関
す
る
事
項

⑸
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る

事
項

２
．
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て

審
議
し
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

▽
応
募
資
格

平
成
23
年
３
月
31
日
現
在
で
、
次
の

項
目
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

⑴
年
齢
満
20
歳
以
上
の
方

⑵
各
地
域
審
議
会
設
置
区
域
内
に

住
所
を
有
す
る
方

⑶
市
議
会
議
員
ま
た
は
市
職
員
以

外
の
方

　

▽
募
集
人
数

各
地
域
3
人
（
委
員
総
数
は
各
地
域

15
人
前
後
）

※
お
住
ま
い
の
地
域
（
各
支
所
・
振

興
室
単
位
）
ご
と
の
募
集
で
す
。

　

▽
委
員
任
期

　

平
成
23
年
４
月
１
日
〜

　

平
成
25
年
３
月
31
日
（
２
年
間
）

　

▽
報　
　

酬

　
　

会
議
参
加
１
回
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　

５
，
５
０
０
円

【
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
公
募
委
員
】

　

▽
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
の
役
割

⑴
担
当
区
域
に
お
け
る
各
種
ま
ち

づ
く
り
事
業
の
推
進

⑵
自
治
会
や
各
種
ま
ち
づ
く
り
団

体
と
の
意
見
調
整
、
活
動
支
援

聴
覚
障
害
者
用

　
　

情
報
受
信
装
置
の
給
付

⑶
担
当
区
域
内
に
お
け
る
本
市
の

施
策
に
関
す
る
事
項

　

▽
応
募
資
格

ま
ち
づ
く
り
に
関
心
が
あ
り
、
広
い

視
野
に
立
っ
て
建
設
的
な
ご
意
見
、

ご
提
案
や
事
業
実
施
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
け
る
方
で
、
平
成
23
年
３
月

31
日
現
在
で
次
の
項
目
す
べ
て
に
該

当
す
る
方

⑴
年
齢
満
18
歳
以
上
の
方

⑵
各
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
設
置
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
方

⑶
市
議
会
議
員
ま
た
は
市
職
員
以

外
の
方

　

▽
募
集
人
数

各
地
域
３
人
（
委
員
総
数
は
各
地
域

10
人
前
後
）

　

▽
委
員
任
期

平
成
23
年
４
月
１
日
〜

平
成
25
年
３
月
31
日
（
２
年
間
）

　　
　

※
無
報
酬

※
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
の
過
去
の
取

り
組
み
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
地

域
自
治
組
織
」
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

▼
応
募
方
法

　

各
審
議
会
・
委
員
会
ご
と
に
所
定
の

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

上
、
持
参
、
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
で
お

住
ま
い
の
地
域
の
各
支
所
（
新
旭
地
域

は
新
旭
振
興
室
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
要
項
・
応
募
用
紙
は
各
支
所
（
振
興

室
）
ま
た
は
市
民
活
動
支
援
課
で
配

布
の
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
応
募
締
切　

２
月
21
日
（
月
）

※
持
参
の
場
合
は
土
・
日
・
祝
を
除
き

ま
す
。
郵
送
の
場
合
も
21
日
必
着
で

お
願
い
し
ま
す
。

▼
選
考
方
法
等

　

書
類
選
考
で
決
定
し
ま
す
。
結
果
は

応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

　

市
民
活
動
支
援
課

　

（
２
５
）
８
５
２
６

・

マ
キ
ノ
支
所　

（
２
７
）
１
１
２
１

今
津
支
所　

（
２
２
）
２
５
５
１

朽
木
支
所　

（
３
８
）
２
３
３
１

安
曇
川
支
所　

（
３
２
）
１
１
３
１

高
島
支
所　

（
３
６
）
１
１
２
１

新
旭
振
興
室　

（
２
５
）
８
１
０
０

　

高
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
平
成

23
年
度
に
行
わ
れ
る
選
挙
の
期
日
前
投
票

所
お
よ
び
投
票
所
の
投
票
立
会
人
を
募
集

し
ま
す
。

　

応
募
で
き
る
の
は
、
高
島
市
の
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。

　

▼
仕
事
の
内
容

投
票
所
で
投
票
が
公
正
か
つ
適
正
に

行
わ
れ
る
よ
う
立
ち
会
う
仕
事

　

▼
立
会
い
の
場
所

　
　
〈
期
日
前
投
票
所
〉

高
島
市
役
所
ま
た
は
各
支
所
の
い
ず

れ
か
の
期
日
前
投
票
所
（
原
則
居
住

さ
れ
て
い
る
地
区
の
期
日
前
投
票

所
）

　
　
〈
選
挙
当
日
の
投
票
所
〉

ご
自
身
が
い
つ
も
投
票
し
て
い
る
投

票
所

※
期
日
前
投
票
所
お
よ
び
投
票
所
に

は
、
常
に
投
票
管
理
者
１
人
、
投

票
立
会
人
２
人
、
事
務
従
事
者
２

〜
５
人
が
投
票
事
務
に
従
事
し
ま

す
。

　

▼
立
会
い
の
日

　
　
〈
期
日
前
投
票
所
〉

告
示
日
ま
た
は
公
示
日
の
翌
日
か
ら

投
票
日
の
前
日
ま
で

　
　
〈
選
挙
当
日
の
投
票
所
〉

　
　

投
票
日
当
日

　

▼
立
会
い
の
時
間

　
　
〈
期
日
前
投
票
所
〉

　
　

８
時
30
分
〜
20
時

　
　
〈
選
挙
当
日
の
投
票
所
〉

　
　

７
時
〜
20
時

　
　

※
一
部
時
刻
の
繰
上
有

　

▼
報
酬
額

　
　
〈
期
日
前
投
票
所
〉　

　
　
　

９
，
５
０
０
円

　
　
〈
選
挙
当
日
の
投
票
所
〉

　
　

１
０
，
７
０
０
円

※
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

▼
そ
の
他

・
希
望
者
が
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

・
立
会
い
を
お
願
い
す
る
日
は
、
あ
ら

か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
か

ら
ご
連
絡
し
ま
す
。

　

▼
申
込
方
法

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
う
え
、
持
参
、
郵
送
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
、
高
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

応
募
用
紙
は
、
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
ま
た
は
各
支
所
で
お
渡
し
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
ご
提
供
い
た
だ
い
た
個
人
情
報

は
、
目
的
以
外
に
は
一
切
使
用
し

ま
せ
ん
。

　

▼
申
込
期
限

　
　

２
月
21
日
（
月
）
必
着

・

高
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　

〒
５
２
０
ー
１
５
９
２　
　
　
　

　
　
　

高
島
市
新
旭
町
北
畑
５
６
５
番
地

　
　
　
　
　
　

高
島
市
役
所
行
政
課
内

　

（
２
５
）
８
０
０
０

　

（
２
５
）
８
１
０
１

福
祉
機
器
リ
サ
イ
ク
ル
事
業

地
域
審
議
会
・
ま
ち
づ
く
り

　

委
員
会
公
募
委
員
募
集

投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す


